
○綾川町電子マネーＷＡＯＮ決済端末導入補助金交付要綱

令和７年７月１日

告示第 134 号

（趣旨）

第１条 この要綱は、綾川町が実施する「ＷＡＯＮチャージキャンペーン」と連携し、地域経済の活

性化及び町民の利便性向上を図るため、イオンフィナンシャルサービス株式会社（以下「イオン」

という。）が提供する電子マネーＷＡＯＮ決済端末を新たに導入する町内の事業者に対し、予算の

範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において「電子マネーＷＡＯＮ決済端末」とは、電子マネーＷＡＯＮの決済処理を

行うために、事業者が店舗等に設置するキャッシュレス決済端末であって、ＷＡＯＮカード等から

の決済データを受け付け、これを処理する機能を有するものをいう。

（交付対象者）

第３条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て備えている者とする。

(1) 町内に事業所を有して事業を営んでいる中小企業者（中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154

号）第２条第１項に規定する中小企業者をいう。）であること。

(2) イオンが提供する電子マネーＷＡＯＮ決済端末を新たに導入する事業者であること。

(3) 町税を滞納していないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規

定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者でない

こと。

（補助対象経費及び補助額）

第４条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、事業者がイオンと契約

する電子マネーＷＡＯＮ決済端末の導入に係る初期費用とする。ただし、月額利用料その他これに

類する費用及び課税事業者が仕入控除できる消費税及び地方消費税は、補助対象経費に含まない。

２ 補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内の額とし、上限額は、50,000 円とする。この場合

において、1,000 円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。

３ 既に電子マネーＷＡＯＮ決済端末を導入している事業者が、この要綱に基づく補助金の交付を

受けることを理由に新たな電子マネーＷＡＯＮ決済端末へ乗り換える場合も、前項に定める補助

金額を上限として補助対象とする。ただし、乗換えに伴う契約解除料等については、補助対象経費

に含まない。

（交付申請）

第５条 補助金の交付を受けようとする事業者（以下「申請者」という。）は、綾川町電子マネーＷ

ＡＯＮ決済端末導入補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しな

ければならない。



(1) 補助対象経費の支払を証する書類（領収書、通帳に記載される支払い履歴の写し等）

(2) 町内事業者であることが確認できる書類（個人事業主においては確定申告書等、法人におい

ては履歴事項全部証明書、法人町民税の申告書等）

(3) 町税を滞納していないことを証する書類

(4) 課税・免税事業者届出書（様式第４号）

(5) その他町長が必要と認める書類

（交付の決定及び通知）

第６条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、

綾川町電子マネーＷＡＯＮ決済端末導入補助金交付決定通知書及び額確定通知書（様式第２号）に

より申請者に通知するものとする。

２ 町長は、前項の決定に当たり必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

（補助金の請求）

第７条 補助金の交付を決定した者（以下「交付決定者」という。）は、前条第１項の規定による通

知を受けたときは、速やかに綾川町電子マネーＷＡＯＮ決済端末導入補助金請求書（様式第３号）

により、町長に補助金の交付を請求するものとする。

（補助金の交付）

第８条 町長は、第６条第１項の規定により、交付決定者に対しては、予算の範囲内で補助金を交付

するものとする。

（補助金交付の取消し）

第９条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の

全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) この要綱又はこれに基づく指示に違反したとき。

(3) 補助金の交付の目的に反する行為を行ったと認められるとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

２ 前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されている

ときは、町長の指示に従い、速やかにこれを返還しなければならない。

（状況報告）

第 10 条 町長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、電子マネーＷＡＯＮ決済端末の

利用状況等について報告を求めることができる。

（その他）

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則



この要綱は、令和７年７月１日から施行する。

附 則（令和７年 10 月１日告示第 171 号）

この要綱は、令和７年 10 月１日から施行する。



様式第１号（第５条関係）

年  月  日

綾川町長 様

申請者 住  所

氏  名                印

電話番号

綾川町電子マネーＷＡＯＮ決済端末導入補助金交付申請書

綾川町電子マネーＷＡＯＮ決済端末導入補助金交付要綱第５条の規定により、次のとおり申請し

ます。

記

１．補助対象経費               円

２．補助金交付申請額            円

※添付書類   (1) 補助対象経費の支払を証する書類

(2) 町内事業者であることが確認できる書類

(3) 町税を滞納していないことを証する書類

(4) 課税・免税事業者届出書（様式第４号）

(5) その他町長が必要と認める書類



様式第２号（第６条関係）

年  月  日

     様

綾川町長        印

綾川町電子マネーＷＡＯＮ決済端末導入補助金交付決定通知書及び額確定通知書

令和 年 月 日付けで申請のあった綾川町電子マネーＷＡＯＮ決済端末導入補助金交付申請書

について、綾川町電子マネーＷＡＯＮ決済端末導入補助金交付要綱第６条第１項の規定により交付

することを決定しましたので、次のとおり通知します。

交付確定額   金       円



様式第３号（第７条関係）

年  月  日

綾川町長 様

申請者 住  所

氏  名                印

電話番号

綾川町電子マネーＷＡＯＮ決済端末導入補助金請求書

令和 年 月 日付け 第 号で交付決定のありました綾川町電子マネーＷＡＯＮ決済端末導入

補助金について、下記のとおり請求します。

記

１．交付請求額               円

２．補助金の振込先

金 融 機 関 名

銀 行

農 協

その他

(支)店

出張所

預金種目
当 座

□

普 通

□
口座番号

（ フ リ ガ ナ ）

口 座 名 義 人



様式第４号（第５条関係）

年  月  日

綾川町長 様

申請者 住  所

氏  名             印

電話番号

課税・免税事業者届出書

                                    課税事業者

下記の課税期間については、消費税及び地方消費税に係る       となる予定であるので、

                                    免税事業者

その旨届け出ます。

記

自      年   月   日

課税期間

至      年   月   日

備考 １ 消費税及び地方消費税に係る課税事業者となる予定である場合は「課税事業者」、免税事

業者となる予定である場合は「免税事業者」を○で囲むこと。

   ２ 課税期間には、法人である場合においては営業年度、個人である場合においては暦年を記

入すること。


